
後期高齢者医療制度に関するお知らせ

10月１日から有効の新しい被保険者証を
９月にお送りします

◆  10 月から始まる後期高齢者医療制度の窓口負担割合
の変更に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入して
おられる方全員の被保険者証が新しくなります。９月
中に簡易書留郵便で発送します。

◆  新しい被保険者証の有効期限は、10月１日から令和
５年７月 31日となります。

◆  10月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません。
病院や薬局などで提示するときは、有効期限をお確か
めください。

◆問い合わせ先
　住民課　保険年金担当　　　　　　　　　　　　☎ 0748-52-6584
【今回の制度見直しの背景等に関するご質問等】
　厚生労働省コールセンター　　　　　　　　　　 ☎ 0120-002-719
　受付日時：９:00 ～18:00 （日曜日、祝日、年末年始を除く）
【医療費の自己負担割合の見直しや負担軽減 （配慮措置）に関するご質問】
滋賀県後期高齢者医療広域連合コールセンター　☎ 0570-043-110　※通話料金がかかります。

　受付日時：９:00 ～17:00 （土曜日、日曜日、祝日を除く）※令和 4 年12月28日 まで開設

窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります
◆  現在１割負担の方のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が２割になります。
（住民税非課税世帯の方は、変わらず１割負担です。）
◆   窓口負担割合が２割となる方について、10月１日から令和７年９月 30日までの３年間は、
１か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑える配慮
措置が適用されます（入院の医療費は対象外）。

　 ※ 同一の医療機関で受診された場合は、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。
　  複数の医療機関を受診された場合は、１か月の負担増加額を 3,000 円までに抑えるための差額を高額
療養費として払い戻します。

◆   配慮措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後
日払い戻します。

◆   ２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、９月下旬に滋賀県後期高齢
者医療広域連合から申請書を郵送します。

不審な電話・メール・訪問にご注意ください！
◆  口座登録は滋賀県後期高齢者医療広域連合から郵送による登録のみです。
◆   市町の職員や広域連合の職員が、電話・メール・訪問で口座情報登録をお願いすることや、
ATMの操作をお願いすることはありません。また、キャッシュカードや通帳などをお預かり
することはありません。

◆  不審な電話・メール・訪問などがあったときは、住民課保険年金担当もしくは最寄りの警察署
や警察相談専用電話（☎（局番なし）＃ 9110）または消費者生活センター等（☎（局番なし）
188）へご連絡ください。
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さ
れ
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。
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免除区分 保険料額
（令和４年度）

３／４
免除 月額　4,150円

半額
免除 月額　8,300円

１／４
免除 月額12,4４0円

※ 令和４年度国民年金保険料は月額
16,590円です。
※月額の計算は、10円未満切り上げです。
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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

10月１日から有効の新しい被保険者証を
９月にお送りします

◆  10 月から始まる後期高齢者医療制度の窓口負担割合
の変更に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入して
おられる方全員の被保険者証が新しくなります。９月
中に簡易書留郵便で発送します。

◆  新しい被保険者証の有効期限は、10月１日から令和
５年７月 31日となります。

◆  10月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません。
病院や薬局などで提示するときは、有効期限をお確か
めください。

◆問い合わせ先
　住民課　保険年金担当　　　　　　　　　　　　☎ 0748-52-6584
【今回の制度見直しの背景等に関するご質問等】
　厚生労働省コールセンター　　　　　　　　　　 ☎ 0120-002-719
　受付日時：９:00 ～18:00 （日曜日、祝日、年末年始を除く）
【医療費の自己負担割合の見直しや負担軽減 （配慮措置）に関するご質問】
滋賀県後期高齢者医療広域連合コールセンター　☎ 0570-043-110　※通話料金がかかります。
　受付日時：９:00 ～17:00 （土曜日、日曜日、祝日を除く）※令和 4 年12月28日 まで開設

窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります
◆  現在１割負担の方のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が２割になります。
（住民税非課税世帯の方は、変わらず１割負担です。）
◆   窓口負担割合が２割となる方について、10月１日から令和７年９月 30日までの３年間は、
１か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑える配慮
措置が適用されます（入院の医療費は対象外）。

　 ※ 同一の医療機関で受診された場合は、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。
　  複数の医療機関を受診された場合は、１か月の負担増加額を 3,000 円までに抑えるための差額を高額
療養費として払い戻します。

◆   配慮措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後
日払い戻します。

◆   ２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、９月下旬に滋賀県後期高齢
者医療広域連合から申請書を郵送します。

不審な電話・メール・訪問にご注意ください！
◆  口座登録は滋賀県後期高齢者医療広域連合から郵送による登録のみです。
◆   市町の職員や広域連合の職員が、電話・メール・訪問で口座情報登録をお願いすることや、
ATMの操作をお願いすることはありません。また、キャッシュカードや通帳などをお預かり
することはありません。

◆  不審な電話・メール・訪問などがあったときは、住民課保険年金担当もしくは最寄りの警察署
や警察相談専用電話（☎（局番なし）＃ 9110）または消費者生活センター等（☎（局番なし）
188）へご連絡ください。
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３／４
免除 月額　4,150円

半額
免除 月額　8,300円

１／４
免除 月額12,4４0円

※ 令和４年度国民年金保険料は月額
16,590円です。
※月額の計算は、10円未満切り上げです。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8
-5
2
-6
5
8
4

ご
存
じ
で
す
か
？
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
」（
後
発
医
薬
品
）

は
、
先
に
開
発
さ
れ
た
新
薬（
先
発
医
薬
品
）

の
特
許
期
間
終
了
後
に
製
造
・
販
売
さ
れ
る

医
薬
品
で
す
。
厚
生
労
働
省
が
、
こ
れ
ま
で

効
き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ
れ
て
き
た
新
薬

と
同
等
の
効
能
を
認
め
た
も
の
で
、
開
発
費

が
低
く
抑
え
ら
れ
る
た
め
低
価
格
に
な
り
、

薬
局
な
ど
で
支
払
う
薬
代
の
軽
減
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
に

は
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
」

を
配
布
し
て
い
ま
す
。
処
方
を
希
望
す
る
際

に
医
療
機
関
な
ど
に
提
示
し
て
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

○
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
高
血
圧
や
脂

質
異
常
症
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
症
状
に

対
応
し
て
い
ま
す
。
内
服
薬
だ
け
で
な
く
、

外
用
薬
や
点
眼
薬
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

○
ど
こ
で
処
方
す
る
の
か

　
薬
局
で
調
剤
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
病
院
な
ど
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

希
望
す
る
こ
と
を
伝
え
処
方
し
て
も
ら
う

か
、
薬
剤
師
さ
ん
と
相
談
の
う
え
、
薬
局
で

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
発
売
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
医
師
が「
後

発
医
薬
品
へ
の
変
更
不
可
」と
し
た
場
合
は
、

処
方
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
体
に
合
う
か
不
安
な
と
き
は

　
急
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え

る
の
が
不
安
な
と
き
は
、
短
期
間
か
ら
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
試
す
こ
と
が
で
き
る

「
分
割
調
剤
」が
利
用
で
き
ま
す
。
使
っ
て
み

て
、
体
に
合
わ
な
い
と
感
じ
た
と
き
に
は
、

も
と
の
薬
に
戻
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

○
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
の
差
額
を

　お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

　
現
在
服
用
さ
れ
て
い
る
新
薬
を
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
、
自

己
負
担
が
軽
減
で
き
る
方
を
対
象
に
、
軽
減

で
き
る
額（
差
額
）を
お
知
ら
せ
す
る「
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」を
、

年
4
回
発
行
し
て
い
ま
す
。
お
薬
を
選
ぶ
際

の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

ク
リ
ー
ム
色
に

な
り
ま
す
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